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::雑"

:;報"

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
四
八
年
一

O
月
二
六
日
(
金
〉
午
後
一
時
半

i
五
時

「
長
沼
判
決
を
め
ぐ
っ
て
L

深

瀬

忠

一
一
五
名

報
告
者

出
席
者

報
告
お
よ
び
討
論
の
要
旨
は
以
下
の
通
り
。

一
九
七
三
年
九
月
七
日
の
札
幌
地
裁
長
沼
事
件
自
衛
隊
違
憲
判
決
を
め
ぐ

っ
て
、
は
じ
め
に
報
告
者
か
ら
一
一
一
つ
の
問
題
点
の
指
摘
が
あ
り
、
右
の
問
題

点
を
中
心
に
参
加
者
に
よ
り
活
発
な
討
論
が
な
さ
れ
た
。

一
つ
は
、
憲
法
裁
判
の
問
題
で
、
自
衛
隊
の
合
違
憲
判
断
を
裁
判
所
が
な

す
べ
き
か
否
か
。
報
告
者
は
、
判
決
が
、
訴
の
利
益
の
解
釈
に
「
平
和
的
生

存
権
」
論
を
入
れ
た
こ
と
を
評
価
し
、
ま
た
憲
法
第
九
条
が
法
規
範
で
あ
る

以
上
、
司
法
審
査
権
を
発
動
し
て
立
憲
主
義
と
人
権
を
守
る
こ
と
が
正
当
だ

ろ
う
と
述
べ
た
。

二
つ
は
、
憲
法
の
平
和
主
義
と
第
九
条
の
解
釈
に
つ
い
て
。
判
決
は
、
憲

法
制
定
の
背
景
や
立
法
者
意
思
、
文
理
論
理
に
忠
実
厳
格
な
解
釈
を
展
開
し

て
お
り
、
憲
法
学
界
の
通
説
的
見
解
に
合
致
し
、
制
憲
当
時
の
決
意
が
現
時

点
で
積
極
的
意
義
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
警
察
力
と

戦
力
の
相
対
性
、
警
察
力
を
侵
略
者
に
対
し
て
用
い
れ
ば
「
交
戦
権
の
否
認
」

に
ふ
れ
る
か
ら
平
和
手
段
の
論
理
を
一
貫
す
る
方
が
よ
い
、
「
間
接
侵
略
」

に
対
抗
す
る
武
力
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
目
的
を
こ
え
る
戦
力
だ
か
ら
違
憲

と
考
え
ら
れ
な
い
か
、
治
安
出
動
の
重
要
性
の
指
摘
等
が
あ
っ
た
が
、
判
旨

に
対
す
る
全
面
的
反
論
は
な
か
っ
た
。

三
つ
は
、
自
衛
隊
の
規
模
装
備
能
力
等
実
態
審
理
の
結
果
、
「
陸
海
空
軍

と
い
う
戦
力
」
に
該
当
す
る
と
判
示
し
、
ま
た
「
軍
事
力
に
よ
ら
な
い
自
衛

方
法
」
の
課
題
を
指
摘
し
た
こ
と
に
つ
い
て
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ス

が
、
ソ
連
軍
に
対
し
、
航
空
自
衛
隊
は
四
時
間
、
海
上
は
三
日
問
、
陸
上
は

三
週
間
も
つ
に
す
ぎ
な
い
、
そ
ん
な
自
衛
放
が
ア
l
ミ
ィ
で
違
憲
と
さ
れ
た

と
皮
肉
っ
て
い
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。
片
や
、
自
民
党
が
、
判
決
を
「
竹

槍
的
自
衛
論
」
と
噺
笑
し
て
い
る
が
、
米
ソ
超
大
戦
力
の
前
に
自
衛
隊
が
、

「
竹
槍
」
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
現
実
に
日
本
の
国
土
・
国
民
を
軍
事
力

と
自
衛
戦
争
で
守
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
つ
き
と
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ

う
。
ま
た
「
限
定
的
自
衛
力
」
が
必
要
か
、
そ
れ
が
戦
争
の
た
め
の
国
防
軍

的
実
力
で
あ
る
な
ら
実
際
上
ど
ん
な
役
割
を
果
す
か
、
ま
た
外
交
・
経
済
・

文
化
・
人
的
交
流
な
ど
安
全
保
障
の
平
和
的
手
段
、
か
総
合
的
に
開
発
さ
る
べ

き
だ
ろ
う
し
、
ま
た
軍
備
や
現
代
(
核
)
戦
争
に
よ
る
惨
禍
・
自
然
環
境
破

壊
e

資
源
洞
渇
を
回
避
す
る
こ
と
な
ど
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
研
究
さ
る
べ
き

だ
が
、
創
造
的
思
考
も
努
力
も
甚
だ
貧
困
で
あ
る
、
等
が
語
ら
れ
た
。

わ
が
国
に
、
国
連
大
学
の
設
寵
が
決
ま
る
等
、
世
界
的
文
化
交
流
や
平
和

建
設
の
新
し
い
動
き
が
あ
り
、
石
狛
危
機
に
よ
り
日
本
列
島
の
軍
事
的
防
衛

の
脆
弱
性
が
感
知
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
、
核
時
代
の
軍
縮
に
よ
る
永
続
的
平

和
を
目
指
す
憲
法
の
平
和
主
義
の
意
義
が
、
根
本
的
に
再
検
討
さ
れ
展
開
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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O
昭
和
四
八
年
一
一
月
一
二

O
日
〈
金
)
午
後
一
時
半

l
五
時

「
市
民
参
加
と
法
学
的
思
考
」

-
松
下
圭
一
論
文
(
世
界
七
月
号
〉
を
中
心
に

l

報

告

者

今

村

成

和

出

席

者

三

O
名

標
題
と
同
名
の
松
下
圭
一
氏
の
論
文
を
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
の
法
学
、
と

く
に
行
政
法
学
の
あ
り
方
が
、
市
民
の
政
治
へ
の
直
接
参
加
の
方
向
、
市
民

を
主
体
と
し
た
行
政
の
あ
り
方
に
逆
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観

点
か
ら
、
法
学
、
政
治
学
関
係
の
多
く
の
参
加
者
を
え
て
、
活
発
な
討
論
が

な
さ
れ
た
が
、
松
下
論
文
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
「
市
民
参
加
」
自
体
が
、

実
際
に
は
、
特
定
少
数
者
の
参
画
に
止
ま
り
、
現
実
性
に
乏
し
い
等
、
批
判

的
空
気
が
強
か
っ
た
。
松
下
論
文
要
旨
お
よ
び
報
告
要
旨
は
以
下
の
通
り
。

松
下
論
文
要
旨

こ
れ
ま
で
の
行
政
法
学
に
お
い
て
は
、
「
市
民
」
は
専
ら
行
政
の
客
体
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
、
市
民
が
そ
の
主
体
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
わ
ず
か
に

不
服
申
立
の
過
程
、
す
な
わ
ち
行
政
作
用
の
結
果
に
対
す
る
事
後
的
救
済

の
段
階
に
お
い
て
に
過
ぎ
な
い
。
行
政
機
構
の
優
越
性
、
行
政
法
の
段
階
構

造
、
行
政
行
為
の
公
定
性
等
の
理
論
は
、
ま
さ
に
右
の
よ
う
な
「
上
か
ら
の

行
政
法
」
の
発
想
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
る
に
、
今
日
の
市
民
運
動
は
、
市
民
が
(
地
方
)
自
治
体
が
政
策
を

決
定
し
、
政
策
を
執
行
す
る
以
前
の
、
そ
の
執
行
、
決
定
に
至
る
プ
ロ
セ
ス

に
直
接
参
画
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
こ
の
直
接
参
加
を
通
じ
て
、
(
地

方
)
自
治
体
の
自
主
的
、
主
体
的
な
政
策
の
決
定
、
遂
行
を
促
し
、
さ
ら
に

進
ん
で
こ
れ
に
よ
り
国
の
政
策
決
定
や
そ
の
執
行
の
プ
ロ
セ
ス
の
改
変
、
転

換
を
志
向
す
る
。

か
く
し
て
、
今
日
の
行
政
法
学
は
、
そ
の
理
論
構
成
に
お
い
て
「
市
民
自

治
」
の
発
想
を
完
全
に
欠
如
し
て
お
り
、
そ
の
再
検
討
が
進
め
ら
れ
る
べ
き

状
態
に
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
憲
法
学
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
学
は

国
↓
都
道
府
県
↓
市
町
村
↓
住
民
と
い
う
集
約
型
の
体
制
イ
メ
ー
ジ
を
有
し

て
い
る
が
、
国
民
主
権
の
日
常
的
活
性
化
を
制
度
的
に
保
障
す
る
た
め
に
は

市
民
↓
市
町
村
↓
都
道
府
県
↓
国
と
い
う
分
節
裂
の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
見
合

っ
た
法
理
論
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報
告
要
旨

こ
の
論
文
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
行
政
法
の
理
論
は
、
少
し
古
い
か
あ

る
い
は
官
僚
主
義
的
傾
向
の
強
い
も
の
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
現
代
の
行
政

法
学
を
代
表
さ
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
市
民
運
動
が

開
示
し
た
『
市
民
自
治
』
の
発
想
の
完
全
な
欠
如
」
と
い
う
限
り
に
お
い
て

は
、
す
べ
て
の
行
政
法
学
説
に
通
ず
る
鋭
い
指
摘
で
あ
る
。

今
日
の
行
政
法
学
も
、
行
政
を
官
僚
の
独
占
か
ら
開
放
し
、
国
民
の
手
に

取
り
戻
す
た
め
の
理
論
の
模
索
に
努
め
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
こ
の
論
文
が
行
政
法
・
憲
法
学
者
に
与
え
た
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
と

い
え
る
が
、
余
り
楽
天
的
で
な
い
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
る
と
、
市
民
運
動
を
基

軸
と
す
る
市
民
参
加
は
、
通
例
、
特
定
の
利
益
集
団
の
特
定
の
利
益
主
張

の
み
に
か
か
わ
り
合
い
を
も
ち
が
ち
で
、
い
つ
の
日
に
「
市
民
共
和
」
へ
と

昇
華
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
か
ら
の
公
害
の
押
付
け
に
対
す
る
抵
抗

北法24(3・220)638



に
は
充
分
共
感
す
る
も
の
は
あ
っ
て
も
、
住
民
エ
ゴ
に
対
し
て
も
同
様
で
あ

り
う
る
の
か
。
又
、
市
民
参
加
は
決
定
へ
の
参
加
か
、
決
定
過
程
へ
の
参
加

か
。
決
定
へ
の
参
加
と
す
れ
ば
、
結
果
に
対
す
る
立
任
は
、
ど
こ
が
、
ど
の

よ
う
に
し
て
負
う
の
か
。
こ
こ
で
惣
定
さ
れ
て
い
る
市
民
は
等
質
的
な
存
在

で
あ
る
か
に
も
見
え
る
が
、
果
し
て
そ
れ
は
現
実
の
姿
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

市
民
自
由
の
磁
立
に
は
複
数
政
党
制
も
一
定
の
役
割
を
拘
う
か
の
如
く
で
あ

る
が
、
政
党
と
住
民
運
動
と
の
か
か
わ
り
合
い
は
ど
う
と
ら
え
る
べ
き
か
。

疑
問
の
穫
は
尽
与
は
な
い
の
で
あ
る
。

次

号
(
腕
一
町
一
時
)
予

s:エ
ロ

論

説

サ
ヴ
ィ
ニ
ィ
「
法
学
方
法
論
」
雑
感

資

料

手
形
法

/、
条

項

わ
ゆ
る
ー寸

善
意、
L. 

林つ

て

刑
法
意
識
の
実
証
的
研
究
仰

ー
そ
の
位
置
づ
け
と
研
究
設
計
の
試
み
|E

旦白

ロ
シ
ア
共
和
国
に
お
け
る
住
居
賃
貸
借

(3) 

佐

損
害
賠
償
訴
一
訟
と
立
証
立
任

ー
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
危
険
領
域
論
の
展
開

i
糾

池

田

粂

研
究
ノ
ー
ト

ヰL
E幌
I 1淡市
後郊
塁手外
蕊稲地
生に区

制字
詰る8
..f"ー「

ヱ政の
芯治政
と」治
意

し
識て剖

|査
IIi'J 小

菅i尺{呆
(5) 

部川

芳
太
郎

付節雅四晃

立身生子男郎一
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